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内容梗概  

 交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会（森地茂

部会長）は、平成 20 年 6 月に、「環境新時代を切

り拓く、鉄道の未来像」を提出した。本稿では、そ

の審議の一部を構成した技術・安全小委員会のもと

で筆者が主査として議論に参加した安全・安定輸送

WGにおける議論を紹介する。具体的には、  

 輸送障害対策の必要性  

 現時点での事業者の取り組み  

 事業者のみならず沿線市民や乗客自身を含

む交通に関与するすべての者の安全に対す

る意識の重要性  

 行政の国民の安全・安定輸送ニーズへの対

応の中長期的な方向性  

等の話題を、主として技術者の視点からまとめて述

べる。  

 

1. はじめに  

国土交通省交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会

とは 

 森地茂 政策研究大学院大学教授を部会長に 交

通政策審議会 陸上交通分科会 鉄道部会に 2006 年

6月15日に発足し、  

 第１回 平成１８年 ６月１５日  

 第２回 平成１９年 ４月 ５日  

 第３回 平成１９年 ６月１９日  

 第４回 平成２０年 １月２５日  

 第５回 平成２０年 ６月１０日  

 第６回 平成２０年 ６月１９日  

の 6 回の委員会を通じ、下記の 構成委員間で、今

後の鉄道輸送・鉄道技術のあるべき姿と鉄道政策が

目指すべき方向性について、審議を行った。 

 

交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会委員  

部会長: 森地茂政策研究大学院大学教授  

部会長代理: 山内弘隆一橋大学大学院商学研究科教

授  

 

委員:  

佐藤友美子 財団法人サントリー文化財団上席研究

フェロー  

佐和隆光 立命館大学政策科学研究科教授  

高橋玲子 株式会社タカラトミー安全・環境統括室  

宮下正美 全日本交通運輸産業労働組合協議会議長  

廻洋子 淑徳大学教授  

 

臨時委員:  

飯島希 気象予報士・環境カウンセラー  

家田仁 東京大学大学院工学系研究科教授  

井口典夫 青山学院大学社学連携研究センター所

長・教授  

井口雅一 東京大学名誉教授  

古関隆章 東京大学大学院情報理工学系研究科准教

授  

須田義大 東京大学教授  

竹内健蔵 東京女子大学文理学部教授  

永井正夫 東京農工大学工学府教授  

 

専門委員:  

石井信邦 社団法人日本鉄道運転協会顧問  

伊藤克人 東京急行電鉄株式会社健康管理センター

所長  

梅﨑壽 東京地下鉄株式会社代表取締役社長  

大橋忠晴 川崎重工業株式会社代表取締役社長  

佐藤茂雄 社団法人日本民営鉄道協会会長  

菅原秀夫 東京都副知事  
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清野智 東日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長  

垂水尚志 財団法人鉄道総合技術研究所専務理事  

中川彰 東海旅客鉄道株式会社代表取締役副社長  

仁志田昇司 福島県伊達市長  

西田寛 京阪電気鉄道株式会社取締役専務執行役員  

橋口誠之 東日本旅客鉄道株式会社代表取締役副社

長  

古澤和秋 上毛電気鉄道株式会社代表取締役社長  

水間毅 独立行政法人交通安全環境研究所交通シス

テム研究領域長  

山口昌紀 近畿日本鉄道株式会社代表取締役会長  

 

この審議を具体的議論で支援するため、8 回のネ

ットワーク・サービス小委員会（委員長 山内弘隆

一橋大学大学院商学研究科教授）、5 回の技術・安

全小委員会（委員長 家田仁東京大学大学院工学系

研究科教授）が開催された。 

筆者は、この技術・安全小委員会の下に設置され

た、 

(1) 安全・安定輸送、 

(2) 技術開発、 

(3) 技術企画（新技術の導入の将来像）、 

(4) 鉄道システムの海外展開と国際貢献 

の詳細検討を主題とする 4 つのワーキンググループ

のうち(1) の主査を担当した。 本稿ではこの審議

の概要を紹介する。  

 

2.  安全・安定輸送ワーキンググループ  

2.1 安全・安定輸送WGのメンバの構成と現状認識  

 技術・安全小委員会の以下の 

 

(1) 一層安全で安定した輸送の実現  

(2) 安全性を高めつつ省力化や省エネルギー等を

進めるための技術開発とその普及促進  

(3) 地球環境問題の解決に貢献する我が国の鉄道

システムの海外展開  

 

という、３つの重点審議項目の中で、現実的課

題として最も重要な課題(1)を具体的に議論するた

めに、筆者を主査に平成 19 年初夏から審議を開始

した。7 回の検討会の後、交通政策審議会陸上交通

分科会鉄道部会答申「環境新時代を切り拓く、鉄道

の未来像」の第4章第2節にまとめられている内容

を、技術・安全小委員会および交通政策審議会陸上

交通分科会鉄道部会に提案した。  

 

安全・安定輸送ワーキンググループ構成員  

主査 古関隆章 東京大学准教授  

副主査 石井信邦（社）日本鉄道運転協会顧問  

    古谷由紀子（社）日本消費生活アドバイザ

ー・コンサルタント協会常任理事  

 

メンバー  

伊藤仁 大阪市交通局事業監理担当部長  

片倉盛治 江ノ島電鉄（株） 鉄道部長  

加藤裕 （岩崎正志） （財）日本鋼索交通協会企

画部長  

佐藤久雄（独）交通安全環境研究所上席研究員  

高橋泰三京王電鉄（株）鉄道営業部長  

中野俊哉東海旅客鉄道（株）安全対策部次長  

橋爪進東日本旅客鉄道（株）安全対策部次長  

前田昌裕西日本旅客鉄道（株）安全推進部担当部長  

水間毅（独）交通安全環境研究所交通システム研究

領域長  

門馬治夫（財）日本鋼索交通協会索道技術委員会副

委員長  

渡辺郁夫（財）鉄道総合技術研究所信号通信技術研

究部長  

和田潔南海電気鉄道（株） 工務部長  

事務局： 鉄道局安全監理官室  

 

 上記のとおり、大手の鉄道事業者、地方の鉄道事

業者の安全の専門家、鉄道安全技術の研究者、運転

の実務に通暁した専門家、一般市民、旅客の視点を

代表する消費生活アドバイザなど多岐にわたるメン

バの間で、事務局鉄道局安全監理官室の尽力による

鉄道事業者へのアンケート調査結果も参考にしつつ、

幅広い議論が行われた。 

 特に、利用者の理解と協力の必要性を明確な問題

意識として取り上げたこと、索道の事故調査に関す

る議論を正面から行ったことが、審議上の特徴であ

る。後者のために日本鋼索交通協会の代表者や索道

技術の専門家から、近年の索道事故調査における問

題点や国内外の情勢を詳細に聴いた。特に、交通安

全環境研究所の佐藤久雄委員は、数少ない索道安全

技術の中立的専門家として、この審議において重要
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な役割を果たした。  

 我が国の鉄道は、関係者の不断の努力の結果、今

日、国際的に見ても高い水準の高密度大量輸送を実

現し、安全で正確な運行を現実化してきた。しかし、

過去 15 年で 3 割の現象を続けてきた鉄道事故件数

に、年間発生件数約 850 件の水準で下げ止まりの傾

向が見られ、平成 17 年には西日本旅客鉄道（株）

福知山線において、多くの尊い人命を失う列車脱線

事故を経験した。このため、事故防止対策の見直し

が必要であるとの認識が高まっている。  

 一方、この鉄道運転事故の内訳は、踏切障害事故

が約4割、鉄道人身障害事故が約5割である。鉄道

事業者の直接的な技術の問題に起因する列車事故は

数%程度であり、今後の鉄道の安全性向上には、事

業者の努力、技術開発のみでは本質的限界があるこ

とも明白である。  

 また、本 WG の 2 つ目のキーワードである安定輸

送に着目すると、列車運行の定時性を損なう列車乱

れをもたらす輸送障害の発生数が増加傾向にあるこ

とも重要である。この輸送障害の主たる原因は、鉄

道事業者に起因するもの、利用者等に起因するもの、

自然災害に起因するものが各々約3分の1をしめて

おり、安定運行の向上のためにも、事業者のみなら

ずすべての関係者による総合的取り組みが必要であ

る。  

 そこで、本WGでは今後15年を目処に鉄道運転事

故をさらに約 3 割削減するとともに、引き続き乗客

の死亡者ゼロを具体的目標とし、それを実現するた

めの方法について議論を行った。  

 

2.2 主として事業者による技術的安全向上策  

(1) 信号・車両の事故防止対策  

 列車の衝突や断線などの列車事故は、甚大な被害

をもたらす可能性が高いため、第一義的に事業者の

努力による多面的対策の推進が重要である。具体的

には、急曲線などに対する ATS 等の側道制限装置、

運転士異常時列車停止装置、運転状況記録装置等の

設置義務付をはじめとする国の技術基準が整備され

たことをうけ、今後鉄道事業者が着実にその整備を

進めることが求められる。  

 

(2) 老朽化した施設や車両の更新  

 老朽化が進んでいる橋梁などの施設、車両を計画

的に更新し、より安全性に優れ高い機能をもつもの

にすることが望ましい。なお、地方の鉄道事業者な

ど経営基盤の弱い事業者は、必要に応じて支援制度

を活用して積極的、計画的更新を進めることが求め

られる。  

 

(3) 踏切の解消・改良  

 踏切は鉄道の安全上、最も多くの問題を抱える部

分である。鉄道事業者と道路管理者等の連携により、

踏切部の立体交差化や、遮断機の設置、社団時間の

短縮を図る高機能な踏切制御の導入、歩道が狭隘な

踏切の拡幅などの具体的対策を進めることの重要性

が確認された。  

 

(4) 自然災害に対する施設整備と気象情報の活用  

 昨今、大地震や強風による列車の事故が記憶に新

しい。鉄道事業者は、利用者が集中する駅部等の耐

震性の強化、地震発生時の脱線対策、集中豪雨や突

風への対策を進めるとともに、突風や地震に関する

予知精度向上を踏まえ、気象情報の列車運行への活

用等をさらに進展させる必要がある。  

 

(5) 駅からの転落防止  

 駅ホームからの転落を防止し、視覚障がい者をは

じめとするすべての利用者が安心して鉄道を利用で

きるよう、高密度輸送線区の駅を中心にホームドア、

ホーム柵の整備を進めることの重要性が確認された。

これは、安全性の向上のみならず、運行の安定性の

向上にも基本的に寄与すると考えられる。  

 

2.3 利用者の理解と協力による安全性向上  

 前述のとおり、鉄道運転事故発生件数の 9 割以上

が踏切障害事故と鉄道人身障害事故であり、その多

くが鉄道事業者以外のものに起因していることを考

えれば、前項の事業者の技術的取り組みだけでは、

今後の安全性および運行の安定性向上に本質的限界

がある。すなわち、上記の鉄道事業者による安全対

策の充実に加え、道路管理者、交通管理者の協力は

もとより、利用者や踏切通行者、鉄道沿線住民等の

「理解と協力」が不可欠である。  

 この利用者等の協力による安全性向上の具体的方

策としては、国及び鉄道事業者が協力し、現状の理

解促進のための「安全のしおり」の作成・配布や事

－79－



故防止キャンペーンの実施、交通安全教育の充実を

進め、広く国民全体に正しい知識を浸透させる。ま

た、鉄道の安全の仕組みに対する利用者等の誤解や

混乱を防ぐため、各社ごとに異なるマナーやルール

を、利用者等が守りやすい統一的なものに改めてい

くことが必要である。  

 さらに、利用者等が故意に他の利用者の安全、運

行の安定性を阻害することを防ぐための損害賠償請

求の大きさを含む情報の公表、防犯カメラの充実等

を通じた、迷惑行為への抑止力向上を図ることが重

要である。  

 この問題意識を、正面から議題として取り上げ、

具体的取り組みを含む記述を答申に明文化した点が

本WGの議論の特徴である。  

 

2.4 事故調査及びリスク情報の分析・活用  

(1) 事故情報・リスク情報を用いたリスクマネジメ

ント  

 鉄道輸送の安全性を高めるために、事故に関する

情報や、事故には至らなかったものの事故になる可

能性のあった事象に関するリスク情報を収集・分析

し、関係者間において共有を図ることが、リスクマ

ネージメントの視点から重要であるとの問題意識を

確認した。  

 

(2) 事故情報・リスク情報の把握と活用  

 この事故情報やリスク情報の収集、分析のために

運転状況記録装置などにより把握可能な範囲の拡大

や総合的分析に必要な基本情報収集の充実が、技術

的、制度的に図られている。しかし、これらの装置

等では把握が困難な事象も存在する。このため、現

場の鉄道係員からの報告が重要である。 

 しかし、実際には、リスク情報の積極的な報告を

誘発するための具体的仕組み作りと現場の規律維持、

監督の有効性の間には、難しい関係がある。このこ

とを意識しつつ、答申では「現場係員の報告に対す

る心理的障壁を下げるとともに、リスク情報を報告

することが鉄道の安全性向上に貢献することを、現

場係員に実感させ、現場係員の安全意識の向上のた

めにも必要な対策を迅速に講じることが重要であ

る。」と記述している。  

(3) 国への報告対象の拡大  

 現在国への報告対象となっていない軽微なインシ

デントのうち危険性が高く、関係機関で情報共有す

べきと考えられるものについて、新たに国への報告

対象とすることを検討する必要がある。  

 

(4) 関係者間での情報共有  

 国へ報告された事故情報・リスク情報のうち重大

なものについては、既に、国において関係者間で情

報を共有するための取り組みが実施されている。今

後、上記のように報告対象が拡大された場合には、

その情報の収集、選別と管理、共有のコアとなる専

門的知見を有する機関で安全対策を検討し、成果を

関係者全体で共有することが有効である。  

 この中立的かつ専門的所見を有する機関の一例と

して（独）交通安全環境研究所の名が、答申には明

記されている。  

   

2.5 事故による被害の最小化  

 事故が起きても被害を軽減し乗客死亡ゼロを達成

対策の重要性も議論した。具体的には、事故に遭っ

た乗客の身体・生命を守るための、車両の不燃化・

難燃化の推進、車体の安全性の向上、事故発生時の

他列車の自動緊急停車システムの開発、長時間の駅

間停車に伴う車内疾病防止対策などの波及被害防止

対策への鉄道事業者の連携した取組の重要性が記さ

れている。  

 

3. 事故調査の充実強化  

3.1 鉄道の事故調査  

 平成13年 10月の航空・鉄道事故調査委員会の改

組や平成20年 10月の運輸安全委員会への拡充など

に見られる、調査体制の充実強化がなされている。  

 

3.2 索道の事故調査  

 索道は事故の発生率が低いうえ、一般の鉄道とも

性格の異なる技術が採用されていることがあり、重

大事故発生に備えた上記のような常設の事故調査の

組織を設けることができない。現状の調査体制の具

体的問題点や、内外の技術動向について、時間をか

けてWGで具体的な事情聴取、議論を行った。 

 その結果、 

(1) 今後の索道に関わる事故調査を充実させるた

めに、事故発生直後から迅速かつ円滑な索道

事故調査を実施できるよう、あらかじめ学識
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経験者、（独）交通安全環境研究所などの索

道技術の専門家、関係機関と事故調査体制に

ついての検討・調整を行っておくこと、 

(2) 事故調査報告書の作成・公表を通じた、索道

事業者の事故防止のための知見の集積・共有

が重要であること 

が確認され、部会答申の 1 節を割き、そのことを明

記している。  

 

4. 安定した鉄道輸送 

 輸送障害による影響の最小化  

これまでの議論は主として安全性向上に関わる

ものだったが、定時性に優れた高品質な輸送サービ

スの提供という観点から、輸送障害等による列車遅

延の影響の最小化への取り組みの重要性が確認され

た。そのために人員、資機材の充実、十分な訓練、

円滑な振替輸送の実現、運行乱れ時の適切な乗客へ

の情報提供の研究、定常的な小乱れ、遅延の実態把

握と原因の分析、総遅延時分を一例とする運転整理

の新たな評価指標の研究など、重要なキーワードが

議論の対象となった。 

 しかし、本問題は本質的に複雑で、その具体的改

善策の提案のためには、学協会における実務レベル

の情報交換、より専門性の高い具体的研究調査を含

む、中長期的な議論の継続を要すると考える。  

 

5. 地方鉄道の問題と 2008 年 1 月 25 日付の緊急

提言  

 上記の、安全・安定輸送 WG における議論の中で

も、地方の財政状況の厳しい事業者が、必要な設備

の保守、安全対策にその経営資源を割いて、持続的

な運行を可能とすることの困難が強く意識された。

また、このことは、鉄道部会全体の問題意識でもあ

った。 

 そこで WG における個別の議論、最終答申とは別

に、2008 年１月 25 日付の鉄道部会緊急提言「地域

の暮らしや観光、まちづくりに組み込まれた持続可

能な鉄道輸送の実現に向けて」が公表された。 

 この緊急提言では、財政的に苦しい地方鉄道にお

ける、技術開発、設備の保守・更新と技術基盤の維

持には、大手鉄道事業者とは異なる考え方が必要で

あり、保守、安全対策技術のアウトソーシング、共

通化を現実に即して考え、実効ある技術的、法制度

的、財政的支援のあり方の国レベルで具体的検討の

重要性が指摘されている。  

 

6. おわりに  

 本稿では、[2]の記述に基づき、交通政策審議会

陸上交通分科会鉄道部会技術・安全小委員会の 安

全・安定輸送ワーキンググループにおける議論の概

要を簡潔に紹介した。11 月の講演では、主要な審

議項目について、参加委員の肉声が実感的に伝わる

ようなさらに詳細な解説を心がけたいと考える。  
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